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八幡浜のかんきつ農業法人が新しく加工場を稼働

５月
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八幡浜市にある、かんきつ類を生産・販売する
農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガーデン
では、新たな加工場を３月中旬から稼働しました。
同社は、これまで外注に頼っていた加工品の製

造を自社製造に切り替えて製造コストを抑え、今
後は他の生産者の加工も請け負うことにより、か
んきつ産業の６次産業化に向けた中核になってい
きたいと考えています。
新加工場では、加工に必要な釜や殺菌庫のほか、

加工原料のかんきつを貯蔵する冷蔵・冷凍庫も備
えています。

八幡浜市はかんきつ生産の一大産地ですが、み
かん作りは得意でも加工品の製造・販売まで手掛
ける農家は少数です。
同社の宮本泰邦社長は「かんきつ産業のイノ

ベーターとして、地域で生産から加工まで手掛け
られるようにしていきたい。」と話されています。
農家が付加価値の高いかんきつ加工品を製造・

販売し収益力が上がれば、地域のかんきつ産業の
基盤強化につながります。少子高齢化の影響で地
方における人手不足が顕著な中、新たな担い手を
迎え入れる可能性も秘めています。

新しい加工場

加工品の原材料となるかんきつ類
（写真提供：ミヤモトオレンジガーデン）

新しい加工場で製造される製品
（写真提供：ミヤモトオレンジガーデン）

これまでは、主力のゼリーを中心に製造の９割
を外注していましたが、新加工場の稼働により通
年製造ができるようになり、全国の百貨店や高級
スーパー、食料品専門店などで販売されます。
同社では将来の増産を見据え、製造能力も外注

時に比べ数倍に高めており、加工品の売上比率も
現状の３割から５割に引き上げる目標を立ててい
ます。
また、製造能力の引上げを生かして、今後は、

食品メーカーでは受入れできない小規模な個人農

家単位（ロット）を受入れし、加工品を製造することを考えており、個人農家が６次産業化を始
めるきっかけになればと考えています。
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令和5年春の農作業安全確認運動について

知らない野草、山菜は採らない、食べない！

例年、春先から初夏にかけて、有毒な成分を含む植物を、食べても安全な山菜や野草と間違っ
て食べてしまうことによる食中毒が数多く起きています。
山菜や野草は素晴らしい大地の恵みですが、天然、自然のものが何でも食べて安全なわけでは

ありません。植物の中には、動物や昆虫に食べられないように、有毒な成分を自ら作るものがあ
ります。人間がそのような植物を誤ってある程度以上の量を食べてしまうと、重症になったり、
死に至ることもあります。
そのような食中毒を防止するため、農林水産省では消費者、生産者の皆様にご活用いただける

ようリーフレットを作成しておりますので、是非ともご覧いただきますようお願いします。

詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/leaflet.html

近年、農業就業人口が減少する中、農作業死亡事故者数は年間 300 人前後で推移している状
況であることから、事故件数を減少させることが喫緊の課題となっており、農作業における安
全対策の強化を図る必要があります。
このため、春作業が行われる３～５月を重点期間として、全国の関係機関の協力の下、春の

農作業安全確認運動を実施いたします。

※重点推進テーマ『徹底しよう！農業機械の転落・転倒対策』
【事故防止対策】
・ほ場周辺の危険箇所の確認・危険回避行動の実践
・危険箇所の改善

詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/


